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こ
と
し
の
納
期
限
は
6
月
1
日
（
月
）
で
す
。

◦
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
は
、
県
税
で
あ
る
普

通
自
動
車
な
ど
へ
の
自
動
車
税
の
種
別
割
と

異
な
り
、
月
割
課
税
、
月
割
還
付
の
制
度
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
と
自
動
車
税
の
種
別

割
の
違
い
】

年
度
途
中
で
取
得

年
度
途
中
で
廃
車

軽
自
動
車
税
の

種
別
割（
市
税
）

課
税
さ
れ
ま
せ
ん

１
年
間
分
の
課
税

（
還
付
な
し
）

自
動
車
税
の

種
別
割（
県
税
）

月
割
で
課
税

月
割
の
還
付
あ
り

こ
ん
な
と
き
は
手
続
を
！

変
更
な
ど
を
し
た
と
き
は
、
法
律
に
よ
り
申

告
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▽
人
か
ら
譲
っ
て
も
ら
う
・
人
へ
譲
る

各
申
請
手
続
場
所
（
下
表
の
と
お
り
）
で
名

義
変
更
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
所
有
者
が
引
っ
越
す

各
申
請
手
続
場
所
で
車
検
証
な
ど
に
記
載
す

る
住
所
な
ど
の
変
更
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た

各
申
請
手
続
場
所
で
廃
車
・
名
義
変
更
手
続

を
し
て
く
だ
さ
い
（
手
続
を
し
な
い
と
、
相
続

人
に
納
税
義
務
が
生
じ
ま
す
）
。

▽
盗
難
に
遭
っ
た

警
察
に
盗
難
届
を
出
し
て
、
各
申
請
手
続
場

所
で
廃
車
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
解
体
処
理
業
者
な
ど
に
解
体
を
依
頼
す
る

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
や
車
検
証
な
ど
を
回
収

し
、
各
申
請
手
続
場
所
で
廃
車
手
続
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※
所
定
の
手
続
を
し
な
い
と
、
い
つ
ま
で
も
課

税
さ
れ
る
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
手
続
場
所

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

▽
軽
自
動
車
・
バ
イ
ク
を
使
用
し
て
い
る
事
業

所
の
皆
さ
ん

市
内
の
事
業
所
で
使
用
す
る
軽
自
動
車
や
バ

イ
ク
は
、
車
検
証
な
ど
に
記
載
す
る
定
置
場

を
市
内
に
変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
原
動
機
付
自
転
車
な
ど
は
富
士
市
の
ナ

ン
バ
ー
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▽
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
減
免

身
体
障
害
者
な
ど
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
な

ど
の
減
免
手
続
は
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

こ
と
し
の
申
請
期
限
は
6
月
1
日（
月
）で
す
。

▽
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
・
農
耕
用
ト
ラ
ク
タ
ー
な

ど
の
所
有
者
の
皆
さ
ん

道
路
を
走
行
し
な
い
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
・
農

耕
用
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
も
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー

ト
を
取
り
つ
け
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ

取
得
し
て
い
な
い
人
は
、
市
民
税
課
で
手
続

を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
市
民
税
課
で
の
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
発
行
は
、
道
路
を
走
行

す
る
こ
と
を
許
可
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

軽
自
動
車
の
重
課
税
率

環
境
に
優
し
い
軽
自
動
車
を
普
及
さ
せ
る
た

め
、
排
出
ガ
ス
や
燃
費
に
よ
る
環
境
へ
の
負
担

の
程
度
に
応
じ
て
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
を
重

く
ま
た
は
軽
く
す
る
「
軽
自
動
車
税
の
グ
リ
ー

ン
化
」
を
、
法
律
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
ま
す
。

初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
年
月（
自

動
車
検
査
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
初
度
検
査

年
月
」
）
か
ら
13
年
を
経
過
し
た
車
両
（
電
気
軽

自
動
車
な
ど
は
除
く
）
は
、
重
課
税
率
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

こ
と
し
は
初
度
検
査
年
月
が
平
成
19
年
3
月

以
前
の
車
両
が
重
課
税
率
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
の
税
金
は
、
４
月
１
日
に

所
有
し
て
い
る
人
に
課
さ
れ
ま
す
。

皆
さ
ん
は
、
き
ち
ん
と
手
続
し
て
い
ま
す
か
？

軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
を
所
有
す
る
皆
さ
ん
！

課
税
は
4
月
1
日
が

基
準
日
で
す

車種区分 申請手続場所

原動機付自転車（125cc

以下）、小型特殊自動車、

ミニカー

市民税課（市役所3階南側）

155-2735
※他市区町村のナンバーの変更・廃
車手続はできません。

軽二輪
（125cc超～250cc以下）

小型二輪（250cc超）

静岡運輸支局

沼津自動車検査登録事務所

（沼津市原）

1050-5540-2051

軽自動車
（軽三輪、軽四輪）

軽自動車検査協会

静岡事務所沼津支所

（沼津市大塚）

1050-3816-1778

普通自動車、

大型特殊自動車

静岡運輸支局

沼津自動車検査登録事務所

（沼津市原）

1050-5540-2051

「
環
境
性
能
割
」
の
導
入

◦
税
制
改
正
に
よ
り
、
令
和
元
年
10
月
か
ら
自

動
車
取
得
税
が
廃
止
さ
れ
、
軽
自
動
車
税
に

「
環
境
性
能
割
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
の
軽
自
動
車
税
は
「
種
別
割
」

に
名
称
が
変
わ
り
ま
し
た
。

◦
環
境
性
能
割
は
軽
自
動
車
（
軽
四
輪
・
軽
三

輪
）
の
取
得
時
（
購
入
時
）
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
税
率
は
、
燃
費
性
能
等
に
応
じ
て
軽
自
動

車
の
取
得
価
額
の
０
～
２
％
に
な
り
ま
す
。

◦
環
境
性
能
割
の
臨
時
的
軽
減
に
よ
り
、
9
月

30
日
ま
で
に
自
家
用
の
軽
自
動
車
を
購
入
す

る
場
合
、
環
境
性
能
割
の
税
率
1
％
分
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

手
続
は
3
月
末
ま
で
に

◦
種
別
割
は
、
毎
年
４
月
１
日
に
軽
自
動
車
や

二
輪
、
原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊
自
動

車
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
人
に
課
さ
れ
ま

す
。
廃
車
や
名
義
変
更
の
手
続
が
4
月
1
日

を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
1
年
間
分
の
税
金
を

支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
、
必
ず
3
月
末
ま
で
に
手
続
を
し
て

く
だ
さ
い
。

◦
納
税
通
知
書
は
5
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

軽自動車税

種別割について

　市民税課

☎55-2735

553-0974

環境性能割について

　 県沼津財務事務所軽（大

塚）分室

　☎055-968-3171

自動車税

種別割について

　県富士財務事務所　165-2118

環境性能割について

　 県沼津財務事務所自動車

税分室

☎055-966-0626

問い合わせ
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